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国立大学法人鳴門教育大学自己点検・評価実施要項

平成３１年 ４ 月 １ 日

学 長 裁 定

改正 令和 ３ 年 ２ 月 ９ 日

令和 ４ 年 ３ 月２８日

令和 ５ 年 ２ 月 ８ 日

令和 ５ 年 ８ 月３０日

令和 ７ 年１０月３１日

Ⅰ 趣旨・目的

この要項は，国立大学法人鳴門教育大学自己点検・評価規則（平成３１年規則第２

４号）第４条に基づき，自己点検・評価について必要な事項を定める。

Ⅱ 評価の実施

１ 評価の実施体制

本学の自己点検・評価は，自己点検・評価委員会において実施する。

２ 実施時期

原則として，毎年度実施する。

３ 自己点検・評価の区分

(1) 関係者の意見及び第三者評価結果等

学内外の関係者（監事，会計監査人，経営協議会等）の意見，第三者評価（法

人評価，認証評価等）の結果及び学内の各種取組の中から必要と認めたもの。

(2) コースの自己点検（自己評価報告書（様式第１号））

コース長等（コース長，領域責任者又は分野責任者）が，次の３つの評価項目に

対し，本学の中期目標・中期計画を踏まえた上で，取組や成果の状況について本

学への貢献度を次の５段階で自己評価し，報告する。その報告に基づき，学長，

理事，専攻長が次の５段階で評価を行ったもの。

＜評価項目＞

①：学長の定める重点目標

②：コースの特色

③：総合評価

＜評価水準＞

SS：卓越した水準

Ｓ：優秀な水準

Ａ：良好な水準

Ｂ：概ね標準的な水準

Ｃ：上記の段階に達していない
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(3) 教員の自己点検（自己評価報告書（様式第１号））

教員個人が，次の３つの評価項目について，教員の教育研究活動等の業績評価

申告票（様式第２号）を参考とし，特色ある取組や成果の状況を次の５段階で自

己評価し，報告する。その報告に基づき，評価者が次の５段階で評価を行ったもの。

＜評価項目＞

①：学長の定める重点目標

②：分野別

②－１： 教育

②－２： 研究

②－３ 学内及び社会貢献

③：総合評価

＜評価水準＞

SS：卓越した水準

Ｓ：優秀な水準

Ａ：良好な水準

Ｂ：概ね標準的な水準

Ｃ：上記の段階に達していない

＜評価者＞

学長

理事

専攻長，センター所長又は機構長（センター所長及び機構長にあっては，専任教

員の配置がある場合に限る）（以下，「専攻長等」とする）

(4) 教員の業績（教育研究活動等の業績評価申告票（様式第２号））

学長が定める教育研究活動等の業績評価項目（別紙１）により，教員が自らの教

育研究活動等の業績を取りまとめたもの。

４ 評価方法

自己点検・評価委員会は，前項の評価及び「鳴門教育大学の内部質保証に関する

方針（令和元年１１月１３日学長裁定。）」の別紙２に基づき，大学全体の視点から

改善点及び特色等を明らかにし，執行部へ指摘・提言を行う。

Ⅲ 評価結果を踏まえた改善措置

学長は，国立大学法人鳴門教育大学自己点検・評価規則第６条に定める改善措置を自

己点検・評価委員会に付託し，自己点検・評価委員会は，次のとおり実施する。

(1) 自己点検・評価委員会は，自己点検・評価結果を関連する委員会等に通知し，改

善を指示する。

なお，改善の指示を受けた委員会等は，改善措置策等を検討，立案し，これを実

施する。

(2) 自己点検・評価委員会は，委員会等による改善措置等の進捗状況を必要に応じて

確認する。
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Ⅳ 評価結果の活用

評価結果は，執行部と各コース（領域・分野）との意見交換に活用することができ

ると共に，教育研究経費，給与，賞罰等の参考資料として活用することができるものと

する。

Ⅴ 雑則

この要項の実施に関し必要な事項は，別に定める。

附 則

１ この要項は，平成３１年４月１日から施行する。

２ 国立大学法人鳴門教育大学自己点検・評価実施要領（平成１７年１１月９日学長制

定）は，施行日をもって廃止する。

附 則

この要項は，令和３年４月１日から施行する。

附 則

この要項は，令和４年４月１日から施行する。

附 則

この要項は，令和５年４月１日から施行する。ただし，Ⅳについては，令和４年度に

係る自己点検・評価から適用する。

附 則

この要項は，令和５年８月３０日から施行する。

附 則

この要項は，令和７年１０月３１日から施行する。ただし，Ⅱ３（４）については，

令和８年度に係る自己点検・評価から適用する。


